
住所変更手続き説明会

呉市 都市計画課 総務グループ
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はじめに（表紙・１ページ）

• 住所変更の対象地域

広古新開７丁目・８丁目・９丁目

• 住所変更の実施日

平成２８年９月１７日（土）

※この日から変更後の住所を使
用することとなります。

• 住所変更手続きは，変更日よりも
前に行うことはできません。
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目次
（しおり２ページ）

• みなさまにお届けしたもの

• 委託業者が取付けに伺うもの

• 住所の変更について

• 郵便について

• 証明書の発行について

• 住所変更手続きについて（手続
きが不要なもの，手続きが必要
なもの）
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みなさまにお届けしたもの
（しおり３ページ）

• 住所変更手続きのしおり

• 通知書（住居表示変更通知書）

• 新旧対照案内図

• 街区案内図

• お知らせ用はがき

• 相談窓口，証明書時間外発行
臨時窓口のお知らせ
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住所変更手続きのしおり
（みなさまにお届けしたもの）

• 住所変更手続きのしおりでは，この
たびの住居表示再整備に伴う，住所
変更の内容や手続きの方法などを
解説しております。

• 特に，しおり１１ページから１６ページ
までの「住所変更手続きが必要な主
なもの」については，該当されるもの
があるかをご確認ください。

• 住所変更手続きについては，後のス
ライドで詳しくご説明いたします。
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通知書（住居表示変更通知書）
（みなさまにお届けしたもの）

• 住所の変更についての通知です。

• 対象者の氏名や名称，変更前の住所，変更後
の住所，実施日が記載されています。

• １５歳以上の方，お一人につき６枚を配布して
おります。

• 住所変更の実施日である平成２８年９月１７日
以降，証明書として使用できます。

• 住所変更手続きの際，通知書を添付すること
により，手数料等は免除，非課税となります。

• 当初配布の枚数で不足する方，１５歳未満で
証明書が必要な方は，実施日以降，証明書を
ご請求ください。

• 証明書の詳細は，後のスライドで説明いたしま
す。
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新旧対照案内図
（みなさまにお届けしたもの）

• 新旧対照案内図は，住所案内用の地図です。各建
物の新旧住所がわかるようになっています。

• 区域内に建物を所有する方は，この地図で建物の
新しい住所をご確認いただけます。
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新旧対照案内図の見方 1/2

• 新旧対照案内図の左下をご覧ください。
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新旧対照案内図の見方 2/2
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広古新開８丁目 

    ㉑ 7・  2-25 
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新住所の町名です。 

（この例では「広古新開８丁目」） 

新住所の街区符号（番）です。 

（この例では「２１番」） 

新住所の住居番号（号）です。 

（この例では「１号」） 

 ※町名が変わる場合のみ，記載しています。 

 旧住所の町名です。 

（この例では「広古新開７丁目」） 

旧住所の街区符号（番）と 

住居番号（号）です。 

（この例では「２番２５号」） 

新旧住所の見方  
旧住所：呉市広古新開７丁目２番２５号  
新住所：呉市広古新開８丁目２１番１号  (例) 

※この記載例は，架空の住所です。 



街区案内図
（みなさまにお届けしたもの）

• 街区の案内図です。

• 旧街区と新街区がわかるようになっています。
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お知らせ用はがき
（みなさまにお届けしたもの）

• 個人の方には一世帯あたり５０枚，法人事業所の方
には２００枚を配布しています。

• はがきの書き方や投函の方法については，後のス
ライドで説明いたします。
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相談窓口，証明書時間外発行臨時窓口のお知らせ
（みなさまにお届けしたもの）

• 相談窓口と証明書時間外発行臨時窓口のお
知らせです。

• どちらも，広市民センター１階に開設いたしま
す。

• 相談窓口の開設日時

平成２８年９月１８日（日）～１０月２日（日）

平日 午前８時３０分～午後７時

土日祝 午前８時３０分～午後５時１５分

• 証明書時間外発行臨時窓口の開設日時

平成２８年９月１８日（日）～１０月２日（日）

平日 午後５時１５分～午後７時

土日祝 午前８時３０分～午後５時１５分

※ 平日の午前８時３０分～午後５時１５分は，広
市民センター窓口，本庁都市計画課窓口をご
利用ください。
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法人登記をされている法人・事業所の方
（みなさまにお届けしたもの）

• 法人登記をされている法人・事業
所の方には，別のしおり「会社等
法人の変更登記について」を同封
しております。

• 法人登記変更については，こちら
をご覧ください。
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委託事業者が取付けに伺うもの
（町名補助板・住居番号表示板）

（しおり４ページ）

• 住所を表示するための表示板です。

• 取付け作業は，呉市が委託した事業者「日航コンサル
タント」がみなさまのお宅に伺い，行います。

• 取付け時期は，住所変更実施日 平成２８年９月１７
日の前後です。

• 取付け作業へのご理解とご協力をお願いいたします。

14



住所の変更について
（しおり５ページ）

• 住所の変更内容をご説明いたします。
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広古新開７丁目
広古新開８丁目
広古新開９丁目

□番 △号（△－部屋番号号）
カッコ内は３階以上の建物の場合

呉市

【町名】【街区符号】 【住居番号】



町名（広古新開○丁目）

• 広古新開７丁目と８丁目では，町名が変更となる区
域があります。

• 「新旧対照案内図」で町名が変わっている区域を確
認することができます。

• 「通知書」の変更前と変更後の住所で，町名の部分
が変更になっている方は，特にご注意ください。
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町名が変更される区域

17

「広古新開８丁目」→
「広古新開７丁目」

「広古新開７丁目」→
「広古新開８丁目」



街区符号（○番）
• 変更前の住所では，１番～１３番です。

• 変更後の住所では，２１番から順番につけています。
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住居番号（○号または○－部屋番号号） 1/2

• ２１番から設定した各街区ごとに，右回りに順序良くつけてい
ます。

• ３階以上の建物については，部屋番号を加えます。
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広古新開７丁目
街区：３４番

をご覧ください。



住居番号（○号または○－部屋番号号） 2/2

20

• 広古新開７丁目 ３４番街区をご覧ください。

• 右下の角を起点として，右回りに住居番号がついています。

広古新開７丁目
３４番街区の起点

基礎番号「１」からスタート



住所変更の「お知らせ用はがき」
（「郵便について」 しおり６ページ）

• みなさまに配布した「お知らせ用は
がき」は，知人や取引先に新しい住
所をお知らせするためのはがきで，
広郵便局から提供を受けています。

• 送料は無料です。

• このはがきは，住所変更実施日前
に投函することが出来ます。

• このはがきは必ず送付しなければ
ならないものではありません。ご事
情に応じてご利用ください。
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「お知らせ用はがき」の書き方
（しおり６ページ）

• 表面に知人や取引
先のあて先をご記
入ください。

• 裏面には，ご自身
の新住所，旧住所，
氏名をご記入くだ
さい。
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• はがきが入っていた封筒に，はがきをま
とめて入れ，ポストに投函してください。

• 平成２８年９月１７日の実施日以前に投
函できます。



郵便配達について
（しおり６ページ）

• 旧住所で書かれた郵便物でも，
住所変更後も当面の間，配達
されます。

• 広郵便局への「転送届」の提出
は不要です。

• 郵便番号に変更はありません
７３７－０１１２
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証明書の発行（通知書が不足する場合）
（しおり７ページ）

• 住所変更手続きに必要な「住居表示変更通
知書」は，１５歳以上の方，お一人につき６
枚を配布しております。

• 配布した通知書で不足する場合，証明書を
ご利用ください。

• 証明書発行は，広市民センター，本庁都市
計画課，各市民センターです。

• 証明書発行の申請は，郵送でも可能です。
詳細はしおり７ページをご覧ください。

• 期間を限定して証明書発行の時間外発行
窓口を開設いたします。詳細はA4両面印刷
の「お知らせ」をご覧ください。
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住所変更手続きについて
ご説明いたします。

• このたびの住所変更では，市役所が管理する住民
票などは，自動的に変更となります。

• 一方，ご自身での住所変更手続きが必要なものも
ございます。

• みなさまには住所変更手続きでお手間をおかけす
ることとなり，申し訳ございません。
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住所変更手続きが「不要」なもの
をご説明いたします。
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住所変更手続きが「不要」なもの
（しおり８～１０ページ）

• しおり８～１０ページに掲載したものについては，手続きは不要です。

• 手続きが不要なものの中で，住所が記載されている証や手帳があります。
そのままお使いいただけるもの，新しいものを送付するものがありますの
で，該当するものの確認をお願いいたします。

• 本日の説明会では，手続きが不要なもののうち，主なものを解説いたし
ます。
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住民票，印鑑登録，電子証明書
（手続きが不要なもの） （しおり８ページ）

• 住民票，印鑑登録などは市役所
が職権で住所を変更しますので，
手続きは不要です。

• お持ちの印鑑登録証もそのまま，
引き続き使用できます。

• 電子証明書（公的個人認証）は，
住所変更後もそのまま使えます。
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国民健康保険，介護保険，後期高齢者医療
（手続きが不要なもの） （しおり８ページ）

• 公簿の住所は，呉市が書き換えます。

• 国民健康保険の保険証などは，旧住
所のままでそのまま，引き続きご利用
いただけます。

• 介護保険の保険証なども，旧住所の
ままでそのまま，引き続きご利用いた
だけます。

• 後期高齢者医療の保険証などは，新
しい住所を記載したものを郵送します。
※住所の変更日以降に新しい保険証を作成

いたしますので，到着までしばらくお待ちくだ
さい。到着までは，お持ちの保険証をお使い
ください。

• 国民健康保険と介護保険の保険証な
どで，新しい住所への書き換えを希望
される場合は，窓口まで保険証をご
持参ください。 29



各種受給者証
（重度心身障害者医療，乳幼児医療など）

（手続きが不要なもの） （しおり８ページ）

• 新しい住所を記載した
受給者証を郵送いたし
ます。

※住所の変更日以降に新しい受

給者証を作成いたしますので，
到着までしばらくお待ちください。
到着までは，お持ちの受給者証
をお使いください。
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年金 次の方については，手続き不要です。
（手続きが不要なもの） （しおり９ページ）

• 国民年金・厚生年金受給権者

※ ただし，日本年金機構に住民票コードを届
け出ていない方や届出住所と住民票住所が
異なる方は手続きが必要です。

• 国民年金加入者（第１号被保険者）
• 共済年金受給者

一方，次の方は年金の手続
きが必要です。
• 「現在お勤め中の方」

• 「国民年金第３号被保険者（会社員や
公務員に扶養されている配偶者）の
方」

※ 詳細は，後のスライド「社会保険関係」
でご説明いたします。
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呉市立の小学校・中学校の児童生徒
（手続きが不要なもの） （しおり９ページ）

• 手続きは不要です。

• 公簿の書き換えは呉市
が行います。

※通学区域の変更はあり
ません。
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水道・下水道，電気，都市ガス
（手続きが不要なもの） （しおり９ページ）

• 手続きは不要です。

• 変更手続きの都合上，
しばらくの間，旧住所で
通知などが届く場合が
あります。ご了承くださ
い。
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パスポート
（手続きが不要なもの） （しおり１０ページ）

• パスポートの住所記載
は，各自でお願いします。

• 変更前住所を二重線で
見え消しし，変更後の住
所を追記してください。

• 修正液は使用できませ
ん。
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続きまして，

住所変更手続きが「必要」な主な
ものをご説明いたします。
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住所変更手続きで特にご注意いただきたいこと
手続き「開始日」と「窓口の休み」について

（しおり１１ページ）

• 住所変更手続きの開始は，実施日
（平成２８年９月１７日）以降にお願
いいたします。

• 実施日よりも前に手続きをすること
はできません。

• 実施日は土曜日であるため，多く
の窓口が休みとなっております。ご
注意ください。
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住所変更手続きが「必要」な主なもの
（しおり１１～１２ページ）

• 変更手続きが必要な主なもののリストを「住所変更手続きのしおり」１１
ページ～１２ページに記載しておりますので，ご確認ください。

• 該当するものについては，手続きをお願いいたします。
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自動車関係（しおり１２ページ）
（手続きが必要なもの）

• 運転免許証

• 車検証（軽自動車を除く自動
車，軽自動車，２５０ｃｃを超
える自動二輪車）

• 届出済証（１２５ｃｃ超え２５０
ｃｃ以下軽二輪自動車）
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運転免許証（しおり１２・１７ページ）
（手続きが必要なもの）

• 持参するもの
運転免許証，住居表示変更通知書

• 手続き先
広警察署，呉警察署，広島県運転免許センター，
広島県内の警察署（管轄を問いません）

• 手続き開始
広警察署，呉警察署：平成２８年９月２０日（火）以降

（土日祝日，年末年始は休みです）
広島県運転免許センター：平成２８年９月１８日（日）

９月２０日（火）以降
（土曜日，祝日，年末年始は休みです）

• 受付時間 いずれも午前８時３０分～午後５時
• 手数料 無料

• 代理人の方でも手続き可能です。対象の方の運転免許証のほか，
代理人のお名前が記載された証明書をご持参ください。
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車検証，届出済証（しおり１２ページ）
（手続きが必要なもの）

• 車検証や届出済証の住所変更は，郵送で行うこと
が出来ません。

• また，土日祝日の受付もございません。

• 手続き先が呉市から遠く，手続きをされる際にはみ
なさまにご面倒をおかけすることとなります。申し訳
ございません。

• 変更手続きの期限については，実施日以降，みなさ
まのご都合に合わせて，なるべくお早めにお願いい
たします。車検が近い場合はその際にお願いいたし
ます。

※ 自動車税は，手続き不要です。広島県西部県税事
務所が送付先住所を新しい住所に変更いたします。

※ １２５ｃｃ以下の二輪車は，手続き不要です。呉市が
新しい住所に変更いたします。
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不動産登記関係（しおり１３ページ）
（手続きが必要なもの）

• 不動産（土地・建物）の所有者の住所については，変更手続きの期限は，
特にありません。

• 売買や贈与などの事由が発生したときに併せて行ってもかまいません。

• 不動産（土地・建物）の所有者の住所変更については，１８ページ以降に
解説をしております。手続きを希望される方はご覧ください。

※広古新開７丁目，８丁目，９丁目内の不動産については，換地処分公告

日から３カ月程度は登記閉鎖のため，手続きはできません。ご注意くださ
い。
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法人登記関係（しおり１３ページ）
（手続きが必要なもの）

• 法人の所在地や代表者の住所につい
て，手続きが必要です。

• 法人登記をされている法人事業所様に，
「会社等法人の変更登記について」を
同封しておりますので，詳細はそちらで
ご確認ください。
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社会保険（年金・健康保険）関係 １／２
（しおりページ１３ページ）
（手続きが必要なもの）

①国民年金第３号被保険者

（会社員・公務員に扶養さ
れている配偶者）

②社会保険（年金・健康保

険）に加入の事業所にお勤
めの方

手続きについては，勤務先にご
確認いただきますようお願いいた
します。
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社会保険（年金・健康保険）関係 ２／２
（しおり１３ページ）

（手続きが必要なもの）

③社会保険に加入して
いる事業所

呉年金事務所への手続
きが必要です。詳細につ
いては，呉年金事務所に
お問合せください。
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市役所関係で変更手続きが「必要」なもので
すみやかに手続きをお願いしたいもの

（しおり１４～１５ページ）

• 個人番号（マイナンバー）カード

• 住民基本台帳カード（顔写真付き）

• 特別永住者証明書，在留カード

• 支給認定証（認可保育所，認定こども
園などを利用される児童の保護者）

• 放課後児童会

• 被爆者健康手帳

• 指定難病，小児慢性特定疾病医療受
給者証

個人番号（マイナンバー）カード，住民基
本台帳カード（顔写真付き）ついて，ご説
明いたします。
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個人番号（マイナンバー）カード
住民基本台帳カード（顔写真付き）
（手続きが必要なもの）（しおり１４ページ）

• 手続きの際，個人番号（マイナンバーカード）交付
の際に設定していただいた，暗証番号が必要です。

※ 暗証番号が不明な場合は，本人による再設定の手続きが
必要です。

※ しおりの記載が漏れており，お詫びして訂正いたします。
「暗証番号が必要である」ことについては，９月上旬に発行い
たします「住居表示再整備ニュース第６号」でみなさまにお知
らせいたします。

• 同一世帯の方であれば，代理でも手続きが可能
です。この際にも暗証番号が必要です。
※ 代理の方の身分証明書をお持ちください。

• 個人番号（マイナンバー）カードの住所変更手続き
については，土日の臨時の窓口開設を予定してお
ります。
※ 詳細は， ９月上旬に発行いたします「住居表示再整備
ニュース第６号」でみなさまにお知らせいたします。

46



市役所関係で変更手続きが「必要」なもので
期限は特にありませんが，ご注意いただきたいもの

（しおり１４ページ） 1/2

47

• 個人番号（マイナンバー）
カードをこれから交付申請さ
れる方

お手元の交付申請書が利用できませ

ん。新しい交付申請書をお渡ししますの
で，窓口にご来庁いただくか，電話でお
申し付けください。



市役所関係で変更手続きが「必要」なもので

期限は特にありませんが，ご注意いただきたいもの
（しおり１４ページ） 2/2

• 障害者有料道路割引を利用
されている方
旧住所のままでも割引になります。ただ，

ETCを利用している場合更新案内が旧住

所で送付されますので，手続きをお願い
いたします。
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市役所関係で変更手続きが「必要」なもので
期限が特にないもの（しおり１４と１５ページ）

• 通知カード（マイナンバー）

• 図書館利用者カード
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その他，みなさまのご契約やご利用に応じて，
住所変更手続きをお願いしたいもの

（しおり１６ページ）

次のものについては，通学先や契約先
などにご確認ください。

• 呉市立小学校や中学校以外の学校に通学さ
れている児童生徒の方

１５歳未満の方で証明書が必要な方は証明書発行の
申請をお願いします。

• 携帯電話をお持ちの方

• 固定電話をお持ちの方

• 銀行などの金融機関，保険会社，ゆうちょ銀
行との取引や契約がある方

• 会社などにお勤めの方

• 各種免許や許可証をお持ちの方
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• これまでいただいたご質問とその回答（しおり２１～
２２ページ）

• 委任状の一般的な様式（しおり２２ページ）
※ 各手続き先で委任状の様式が定められている場合があります。住所
変更手続きの前に各機関にご確認ください。
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• 関係機関のご案内（しおり２３～２４ページ）
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• このたびは，住居表示再整備に伴い，みなさ
まに住所変更手続きのお手間をおかけする
こととなり，大変申し訳ございません。

• このたびの住居表示再整備は，誰にでもわ
かりやすい街にするために必要なものでござ
います。

• みなさまのご理解とご協力をお願いいたしま
す。
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みなさまへのお願い

• 住所変更の実施日 平成２８年９月１７日からは，変更後の
住所をお使いください。

※ あて先が変更前住所で書かれた郵便でも，住所変更
後も当面の間，配達されますのでご安心ください。

• 住所変更手続きは，実施日である平成２８年９月１７日から
可能です。

• ただ，実施日が土曜日であるため，市役所を含むほとんどの
窓口が休みとなっておりますので，ご注意ください。

• 住所変更に伴う名刺，封筒，パンフレットなどの経費，登記
申請で司法書士に依頼した場合の報酬，各種申請を依頼し
た場合の代行手数料などは，自己負担となりますので，ご了
承ください。
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住居表示再整備に，みなさまのご理解と
ご協力をお願いいたします。

住所変更手続きに関するお問い合わせ先

呉市 都市計画課 総務グループ

住所 呉市中央４丁目１番６号 呉市役所６階

電話 （０８２３）２５－３３６６
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